
麟
弧
醐

叢

租
税
黙

補
完
作

用

に
就
"

・

植
民
政
策
是
非

…

.

利
潤
の
経
済
的
及
び
道
徳
的
性

質

進
歩

か
退
歩

か

・

農
業
勢
働
附
題

.

時

外
岡

地

方
税
制

度

の
整

理
を
論
ず

・

一説

苑

太
郎

の
今

市

に
就

い
て

・

雑

録

満

洲

に
於

け
ろ
支

那
商

店

の
帳

簿

・

肚
會
主
義
の
分
類

…

猫
逸
大
都
市
服
離
婚
撒
の激
増

・

法
學
博
士

文
學
博
士

渋
墨
博
士

.

法
學
博
士

法
學
博
士

法
學
博
士

経
済
學
士

法

學

士

経
済
學
士

法

學

士

肺

戸

正

雄

原

勝

郎

田

島

錦

治

財

部

静

治

河

田

嗣

郎

小
川
郷

太
郎

黒

正

最

大

森

研

造

小

林

輝

次

汐

見

三

郎

「
蝕



、

論

叢

農
業
勢
働
問
題
(五
)

農

業

勢

働

問

題

●

(五

)

第
十
三
巻

(
第
五
號

七
二
)

六
八
八

三

.農
業
勢
働
の
椹
利
と
農
業
勢
働
運
動

河

田

嗣

郎

農
業
弊
働

問
題
の
意
義

ε
、

之
を
形

造

る
主
要
素

が
、
前

轍
節

に
於

て
論
示
す

る
所

の
如

き
も
の
だ

ε
す

れ
ば
、

此

の
問

題
・に
於

て
も
、
亦
彼

の
工
業
勢

働
問
題

に
於

け

る
ε
同

じ
や
う

に
、
勢
働
者

の
権

利

に
關

し
て

、
法
制
上

や
實
地

政
策
上
、
之
を
承
認

し
確
定

し
促
進

し
助

長
す

べ
き
も

の
あ

る
ε
同
特

に
、
努
働

者

の
之

に
關
す

る
要
求

ε
自
助
的
運
動

こ
の
起
り
.来

る

べ
き
こ
ε
は
、
謂

は

ゴ
常

総

の
こ
ε
に
騒
ず

る
。
.

而

し
て
農
業
勢
働

問
題

は
、
前

に
之

を
詳
論

し
だ

や
う

に
三

方
面

の
意
義

を
有
す

る
も

の
で
あ

る
か
ら

、
農
業

労
働
者

の
権
利

に
關
す

る
問
題
も

、
亦
此

の
三
方
面

に
謝

す

る
顧
慮

が
彿

は
れ
な
け

れ
ば

な
ら

訟
。
即

ち
農

業
勢
.

働
問
題

も
亦

一
般
勢
働
問

題
の

一
方
面

た
る

に
過
ぎ

漁
の
じ
か
ら

、
其

の
勢
働

の
権

利

に
關
す

る
問

題

に

於

て

も
、
、
】
般
的

に
夢
助

の
権
利

ξ
し
て
考

へ
ら

る

＼
所

の
も

の
は
、
農
業
勢

劒

に
も
當
収
ま

る
鐸
で
、
從

て
権

利
保

障

に
關
す

る
法
規

の
如

き

に
於
て
は
、

工
業
勢
働

に
謝
し

て
作
ら

れ
た
る
も

の
が
、
直

ち

に
農
業
勢
働

に
劃
す

る

模
範

`
猛
ら

な
け

れ
ば
な
ら

阻
の
だ
り

れ
こ
も
、
然

し
そ

の
場

合
更

に
、
農
業
勢
働
問
題

に
瀾
す

る
特

別
の
顧
慮



.

の
携

は
る

べ
き
も

の
あ

る
を
否

み
難

い
の
で
あ

る
。
而

し
て
其

の
顧
慮
は
、

一
面

に
は
勢
働
者

に
封
ず

る
も

の
で

あ
り

、

一
面
に
は
経
管
者

に
封
ず

る
も
の
で

あ
り

、
叉

=
間
に
は
置

く
肚
會

一
般

に
封
ず

る
叡

の
で
な
け
れ

ば
な

ら

濾
の
で
あ

る
、

馬
.

更

に
は
叉
、
農

業
勢
働

に
は
、
其

の
特
性

よ
り

し

て
之
を
考

へ
て
、
工
業

方
面

に
於

て
は
、
.
之
を
見

る

こ
ε
を

得

べ
か
ら

ざ
る
特
殊

の
問
題
を

、
勢
働
者

の
権
利
關

係

に
於
て
も
、
見

る

こ
ε
あ

る
を

忘
れ
て
は
な
ら

澱
の
で
あ

る

。総

べ
て
斯

か
る
意
味

に
於
て
、
農

業
勢
動

に
聞

し
て

は
、
其

の
特

性

に
封

ず

る
顧
慮

よ
り
し

て
、

一
.般
轡

働
問

題

に
於

け

る
も

の
ご
は
多
少

そ
の
趣

を
異

に
せ
る
所

の
も

の
、
乃
至

は

一
般
勢
働

問
題

に
於

て
は
終

に
之
を
見

る

を
得

ぺ
か
ら

ぎ

る
所

の
も

の
が
、
勢
働

の
権
利
關

係

に
於

て
も
、
表

現
す

な
を
否

み
難

い
こ
す

る
な
ら
ば
、
此

の

關
係

に
於

て
も
、
亦
此
所

に
、
特
殊

の
研
究
を
進

め
て
行

く
必

要

ご
飴
地

ε

の
、
存
す

る
も
の

ε
せ
な
け
れ
ば

な

ら

諏
。

仍

て
少

し
く
之
を
孜

へ
て
見

る
に
、
農
業
勢
働

の
権

利
方
面

に
關

し
て
、
先

づ
第

一
に
問
題

ε
な
る
所

の
も
の

は
、
勢
働
契
約

に
關
す

る
も

の
之
で
め

る
。
.而

し
て
そ

の
問
題

は
、

「
方

に
於

て
は
勢

働
者
側

の
弊

働
給
付

に
關

す

る
問
題

ε
し
て
、
他

方

に
於

て
は
、
勢

働

に
封
ず

る
報

酬
こ
し
て

の
勢
賃

に
關

す

る
問
題

ご
し
て
、
表
は
れ

て

楽

な
け
れ
ば
な
ら

隙
。

論

叢

農
業
労
働
問
題
〔五
)

幽

第
十
三
巻

〔第
五
號

七
二
)

六
八
九

.

9

,
.



'

職

`

論

叢

農

業
労
働
問
題
宝

)

第
+
三
巻

(第
五
號

七
四
)
.
六
九
Q

然
る
に
今
若
し
、
勢
働
の
権
利
を
法
規
の
力
に
依
て
ギ、
皇

か
し
や
.・
蕊

ふ
場
合

に
は
、
勢
働

の
給
付
に
關

卿

・
て
は
、
審

如
響

・
す

・
・
覧

…

.
響

薙

・
力
…

鶴

者
姦

制
し
・
欝

に
就
・
・
む

画

・
一

出
來
・
・
れ
ば
、
叉
・
・
擁

姦

制
的
に

愛

す
る
・
・
も
許
さ
れ
諏
.
若
し
鶴

者
を
し
て
聲

継

に
從
て
十
分
に
其
の
勢
働
給
付
義
務
を
果

さ
し
め
ん
ε
欲
す

る
な
ら
ば
、
た
～
そ
の
徳
義
心
に
訴

へ
当
そ
の
責
任

面・㎜

,

観

念

に
依

て
、
之
を
篤

し
果

さ
し

め
る
よ
り
外
は
な

い
。
昔
時

は
、
此
黙

に
瀾

し
て
法
規

の
設
け
ら

れ
た
お
あ
り

励

鶴

契
約
に
於
け
る
鴇

給
付
の
側
曇

・
て
も
・
注
の
轟

轟

警

が
行
は
れ
・
例

へ
ば
難

・
臨

邦
・

㎞

之
・
…

葦

裏

写

崇

・
・
　

撃

-
、
今
・
斯
か
な
封
建
・
姦

制
類

・
、
歴

・

.曲

れ
て
し
ま

っ
て
・
所
謂
自
由
契
約
の
原
則
死

此
の
關
係
に
於
て
も
確
定
さ
套

こ
ミ

な

っ
て
し
ま

つ
泥
の
で

髄即

あ
る
。
即

ち
彼
の
下
男
規
定
の
如
き
に
於
て
は
、
農
業
勢
働
者

は
法
規
的
に
其
の
人
格
自
由
が
束
縛
せ
ら
れ
、
雇

舗㎜

傭
關
係
の
存
繧
、
其
の
勢
働
義
務
の
履
行
等
に
關
し
て
は
、
勢
働
者

の
自
由
意
思

に
大

い
な
る
制
限
が
加

へ
ら
れ

卿

て
・
響

濤

繍

係
・
解
除
・
れ
ば
・
刑
塗

・
制
蓼

受
け
な
け
れ
ば
・
…

ξ

な
・
・
居
・
.
・
れ

瞬

ぎ

、
斯
か
・
法
規
が
現
塾

般
葎

熱

・
暮

芸

る
も
霧

る
・
昌

、
議
論
・
鑑

な
き
迄
に
明
白
.

画面

な

る
こ
冠
で
あ
る

か
ら
写
凋

逸

の
此

の
法
規

の
如

き
も

、

一
九

一
八
年

十

一
月
十

二
日
・に
於

け

る
革

命
政
府

の
宣

.

育

依
て

(
認

韓

　

ω.い
雇

除
せ
ら
㌦

塁

鴇

者
の
蕎

違
反
が
刑
罰
を
以
て
防
が
る
…

き

罪

な
べ
な

っ
て
、
た

貰
民
事
上
の
損
害
賠
償

の
問
題
を
起
せ
ば
、
起
し
得
る
に
過
ぢ
ざ
る
も
の
ε
な

っ
て

し

ま

つ

鋤



、

た
。
我
國
そ
の
他
の
諸
国

の
如
く
、
夙

に
此
種
の
封
建
的
規
定
が
晦
除
さ
れ
て
、
農
業
勢
働
者
に
劃
し
て
も
、
法

律
上
の
自
由

の
奥

へ
ら
れ
た
る
こ
ε
に
於
て
、
他
の
人
々
に
封
ず
る
ε
異
る
所
な
き
も
の
に
在

っ
て
は
、
勢
働

の

給
付
に
關
す

る
法
規
上
の
強
制
は
、
今
や
全
く
之
を
見

る
こ
ε
が
出
雄

風
の
で
あ
る
。

r
然
る
に
他
方
勢
働
に
謝
す
る
報
酬

に
關
す

お
方
面

に
在

っ
て
は
、
法
的
規
律
は
或
程
度
迄
は
能
く
行
は
れ
得

べ

き
鹸
地
が
あ
る
。
然
し
こ
れ
ε
て
も
亦
或
程
度
ま
で
の
こ
ご
で
め

つ
て
、
然

か
も
そ
の
程
度
は
鯨
り
慶
大
な
.る
も

の
で
は
な
い
。
即
ち
勢
働

の
報
酬
ε
し
て
の
勢
賃
の
額
ε
い
ふ
こ
ε
は
、
勢
賃
問
題
に
於
て
は
最
も
重
要
な
黙
で

あ
る
に
拘
ら
す
、
比
類
を
法
規
的

に

】
寇
す

る
こ
ご
は
出
来
得

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
、
た
ゴ
彼
の
最
低
賃
金
制
の

如
き
が
規
定

さ
れ
得
て
、
勢
賃
額
に
封
ず

る

一
定
の
標
準
を
與

へ
、

一
定
の
制
限
を
鮒
し
得
る
に
過
ぎ
濾
。
こ
れ

以
外
に
於
て
は
、
農
業
ピ
い
ふ
業
務
が
分
散
的
で
、
無
敬

の
小
規
模
脛
鱗
が
行
は
る
㌦
も
の
た
る
の
事
情
よ
り
し

て
、
勢
賃
額
に
閲
す

る
法
的
規
律
は
容
易
に
行
は
れ
難

い
。
け
れ
こ
も
彼
の
勢
賃

の
形
式

に
關
す

る
こ
溝
や
、
英

領

の
算
定
方
法
に
閲
す

る
こ
こ
や
に
於
て
は
、
法
的
規
律

は
、
比
較
的
容
易
に
行
は
れ
得

る
も
の
ざ
す
る
。
そ
の

」大
禮
に
就
い
て
は
、
前
節
に
勢
賃
問
題
を
論
ず
る
場
合

に
之
を
明
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。

事
情
右
の
如
く
な
る
が
故
に
、
勢
働
契
約

の
關
す
る
勢
働
者
の
権
利
は
、
所
詮
は
一
勢
働
者
且
ら
之
を
衛
り
之

コ

ヘ

へ

も

も

ヘ

へ

を
進

む

る
外

は
な
く

、
藪

に
問

題

は
韓

じ
て
、
農
業

勢
働
者

の
結
枇

及

び
罷
業
権

に
關
す

る
問
題

ε
な
ら
ざ

る
を

得
な

い
。
帥

ち
現
A
.
一
般
的

に
勢
働
問
題

の
解
決

、

特

に
勢
働
者

の
権

利
主

張

の
爲

め
に
は
、
勢
働
者

の
組
合
運

論

叢

農
業
労
働
問
題
(五
)

第
十
三
巻
、
(第
五
號

七
五
)

六
九
一



'

弘覗

叢

肋農
業
苗刀働
開園
冊腿
(五
)

第
十
=
一巻

(艦夘甲五
號

七
山ハ
)

山ハ
九
二

.

動
其
他

に
依

る
自
助

運
動

の
必
要
鉄
ぐ

べ
か
ら
ざ

る
所

π

る
が
如

く
、
農
業

勢
働

問
題

に
於
て
も
、
勢
働
者

の
自

助
運
動

ε

い
ふ
こ
ε
は
、

い
つ
も
問
題

の
窮

局

ご
し
て
表
は
れ
來

ら
ざ

る
を
得

な

い
。

・

而

し
て
現

今

一
般
的

に
勢
働

者
は
、
組
合

運
動

を
興
す

べ
き
結

肚

の
自
由

を
有
し
、
同
盟
罷
業
を
も

行
ひ
得

べ

き

こ
ご
は
、
固

よ
り

そ
の
標

利

・こ
し
て
認

め
ら

れ
陀

る
.所

で
、
積

極
的

に
之
を
禁
止
す

る
法
規

の
存

せ
ざ

る
限

り

其

の
権
利

が
許
容

ぜ
ら

れ
た
る
も

の
た

る
こ
ε
は
.
憲

法
の
精

帥

よ
り
し

て
明
か
な

る
所

で
め

る
。

さ
れ
ば

農
業

労
働
者

ε
錐

も
、
其
例

に
漏

る

べ
き
筈

ね
く

、
工
業
勢
働
者

が
結

耐
及

び
罷
業

の
権
利
を
有
す

る
が
如

く
、
農
業

労
働
者
も
亦
均

し
く
之

を
有
す

る
も
の

ε
す

る
。

π

y
従
前

の
普

露

西
其
他
多
く

の
濁
逸

聯
邦

の
如
一

、
明

か
に

之

を
禁
止
す

る
注
規

の
存

在
し
た

る
所

に
在

っ
て

は
、
農

業
勢
働

者
は
濁
り
織
子
扱
的

に
、
そ

の
現
今

の

一
般
的

権
利

を
す
ら

享
有

す

る

こ
ε
が
出
家
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。
然

し

今
や

猫
逸
諸
聯
邦

に
在

っ
て
も
.
前

に
述

べ
π

る

一
九

　
八
年
十

]
月
十

二
日

の
革
命
政
府

の
宣

言

に
依

て
、
斯

か
る
農
業
労
働
者

の
擢

利
を
制
限
す

る
特

別
法

規

は
、
爾

今
悉
一
其

の
敵

方

を
失
ふ

べ
き
も

の
た

る
こ
ε

が
、
明

か
に
せ
ら

れ
だ
。

我

国
の
如

き
に
在

っ
て
は
、
工
業
勢

働
者

た

る
ご
農

業
勢
働
者

た
る
ε
の
別
な
く
、

一
般
的

に
何
等
労
働

者
の

組
合
的
結
肚

を
禁
止

し
、
又
そ

の
罷
業
権
を

否
認
す

ろ
特

別
法
規

の
存
在
す

る
も
の

は
な

い
か
ら

、
工
業
勢

働
者

が
此

の
櫓
利
を
享
有

せ

る
が
如
一
、
農
業
勢
働

者
も
亦
之

を
有

し

て
居

る
の
で
あ
る
。

た

ゴ
未

だ
工
業
勢
働

者

に

謝

し

て
も
、
積
極

的

に
其

の
組

合
組

織
を
規
律
す

べ
き
準

則
的

法

規
の
制
定

さ
れ
π

る
も

の
な

き
ε
同
職

に
、
農



,

業
勢
働
者

の
組
合

組
織

に
關

し
て
も
、
何
等

そ
の
準

則
紀

る

べ
き
も

の

＼
設

け
ら

れ
て
居
ら

諏
迄

の

こ

こ

で

あ

る
。
然
し
組
合
新
織
の
準
則
が
映
げ
詫

ば
ざ
て
、
そ
れ
が
息
め
に
組
合
を
組
織
す
る
権
利
が
否
認
さ
れ
た
り
ε

見
る
こ
ε
は
出
講

か
ら
、
共
の
権
利
の
認

め
ら
れ
た
る
こ
ε
は
、
帝
國
憲
法

の
翌

に
照
し
て
、
帝
国
臣
民
は

等

し
く
結
耐

の
自
由

を
有
す

る
ε
い
ふ

↓
般

.原
則

よ
b
推

し
て
、
之
を
知

る
に
難

か
ら

ざ

る
所

ε
す

る
。
而
し

て

彼

の
罷

業
権

に
至

っ
て
も

、
治

安
警
察
法

の
明
文

な
ご

に
祇
燭

せ
ざ

る
限
り

に
於

て
、

そ
が
や
は
り

}
般
原

則
的

に
は
、
法

規
上
容
認

さ
れ

た
る
所

た

る
は
明

か
な

り

ざ
す

る
。
農
業
労

働
者

に
關

し
て
固

よ
り
何
等
例
外

は
な

い

の
で
あ

る
。

何
れ
に
し
て
も
、
從
來
既

に
そ
　
で
あ

っ
た
が
聖

、
奇
警

於
て
は
益

々
以
て
、
農
業
勢
働
問
題
の
解
決
の

爲
め
に
は
、
特
に
勢
働
者
の
構
利
の
維
持
増
進
の
爲
め
に
は
、
其

の
組
合
運
動
其
他
に
依
る
自
助
運
動
が
必
要
ε

な
り
、
そ
の
必
要
は
、
毫
も
工
業
の
労
働
者

に
於
け

る
蓬
遜
色
な
き
こ
ご
は
、
十
分
に
之
を
理
解
せ
な
け
れ
ば
な

ら
塀

に
瀦
す
る
。
帥
ち
そ
の
理
経

餐

に
算

者
最

っ
て
必
要
な
る
の
み
な
ら
す
・
勢
働
者

最

っ
て
も

経
管
者

に
取

っ
て
も
、
拵

文
国
家
耐
會

に
取

っ
て
も
、
共
.に
大

い
に
必
要
な

る
所

た
る
を
忘

れ

て
は
な
ら
.諏
の
で

あ
る
。

藪

に
於
て
か
私
は
、
從
來
農
業
方
而
に
於
け
る
勢
働
運
動
の
最
も
早
く
よ
b
行
は
れ
、
或
意
味
に
於
で
、
.他
諸

国
に
比
し
そ
の
最
も
大
い
な
る
獲
連
を
遂
げ
凍
れ
る
伊
太
利
の
状
況
に
就

い
て
、
少
し
く
詳
か
に
之
を
観
察
す
る

論

叢

農
業
勢
働
問
題
(五
)

第
十
三
巻

(第
五
號

七
七
)

六
九
三

、

r



■

、

論

叢

農
業
労
働
問
題
(五
)

第
十
三
巻

〔第
五
號

七
八
)

六
九
四

こ
ε
の
.、
徒

、爾
な

ら
ざ

る
を
思

ふ
。

・

,

伊

太
利

の
農
業
螢
働

問
題

、

伊
太
利
の
農
業
労
働
問
題
を
知
ら
む
が
薦
め
ほ

、
先
づ
以
て
其
の
農
業

一
般
餐

を
窺
つ
で
見
潜

れ
ば
な

ら

粗
。
仍

て
之
を
孜

ふ
る
に
、

伊
太
利

に
在

っ
て
は

、
土
地

の
所
有

ε
農

業
脛
管

ε
が
、
古
く

か
ら

分
離

し
て
し

ま

っ
た
。

そ
し
て
土
地
所

有

は
大
地
主

制

ε
な
り

、
農
民

の
多
数

は
之

を
小
作

す
る
外

に
道
な

き

こ
ε
、
な

っ
た

の
で
あ
る
・
尤
も
同
附
の
続
計
上
で
は
・
自
作
農
家
が
多

い
や
・・
に
見
ゆ
る
け
砦

も
、
之
は
圭

ε
し
て
田
鳧

方
に
行
は
れ
る
に
過
ぎ
な
い
で
、
然
か
も
此
等
は
ぞ

は
共
有
地

〔≧

曇

・ε

の
分
割
所
有

に
起
原
す
る
も
の

で
砦

・
而
し
て
自
作
農
昏

恐

ら

堂

者
の
中
に
在

っ
て
、
其
の
大
多
警

、
實
は
過
小
叢

を
耕
作
し
、

然
か
も
自
作
ば
か
り
で
笙

計
を
立

つ
な
を
得
な

い
で
、
幕

農

傭
勢
働

の
艦

に
之
屡

み
、
た
ゴ
僅

か
に

失
業
其
他
の
雇
傭
勢
働
の
需
疑
不
足
に
封
ず

る
保
強
ε
し
て
、
自
作
を
警
む
で
居
る
に
過
ぎ
灘
。
又
伊
太
利
人
は

都
市
的
生
活
を
好
む
民
族
な
る
が
爲
め
に
.
小
作
人
勢
働
者
に
至
る
迄

,
田
舎
的
市
街
を
作

っ
て
住
居
る
て
居
る

が
、
地
主
も
亦
同
様

に
、
大
抵
は
所
有
地
以
外
の
都
市
に
生
活
し
、
所
有
地

の
管
理
は
人
任
せ
に
し
て
、
多
く
之

に
注
意
を
塑

こ
ξ
?

、
所
謂
歪

地
主
砦

を
例
ε
す
る
。
此
の
状
態
は
南
方
地
方

量

る
摩

、
著
明
で
あ

る
・

ピ
。
喜

盤

に
於
け
る
米
作
の
如
き
も
・
.土
地
の
厨
薯

接

て
自
作
讐

せ
ら

・
蔭

痢

に
過
ぎ
な

い
で
・
他
の
九
割
は
小
作
に
附
せ
ら
れ
て
居

・
。
耕
稚

必
要
な
る
勢
働
は
、
〃
、の

一
部
分
は
、
其
讐

居
住
し

の



て
居
て
勢
賃
も
實
物
給
與
に
依
て
之
を
得
る
所
の
農
地
所
厨
勢
働
者

に
依
て
行
は
れ
、
そ
の

一
部
分
は
、
自
由
な

る
日
傭
勢
働
者

に
依
て
行
匿
れ
る
。

北
部
地
方
に
は
、
地
主
ε
小
作
人
ご
分
盆
小
作
人
ε
雇
傭
勢
働
者

ご
が
謝
立
併
存
し
、
相
互
間
の
肚
會
的
間
隔

は
甚
大
で
あ
る
。
.又
相
互
間

の
關
係
は
全
(
契
約
的
で
事
務
的
た
る
に
過
ぎ
濾
。
中
部
地
方
に
は
公

益

小

作

制

、冨
震
N巴
ユ

が
廣
く
行
は
れ
、
地
主
ε
公
益
小
作
人

こ
の
關
係
は
、
ま
だ
よ
ほ
こ
封
建
的

で
、
小
作
は
た
ゴ
曹
來
の

慣
行
に
依
て
行
は
れ
、
子
々
孫
々
に
相
綾
さ
れ
て
行
く
。
地
主
は
圭
入
で
小
作
人
は
従
者

の
や
う
で
あ
る
。
然
し

近
時
事
情
は
漸
く
攣
化

し
、
両
蒼
の
關
係
は
契
約
化
せ
む
ε
し
つ
、
あ
る
。
南
部
伊
太
利
に
在

っ
て
は
、
純
然
た

る
大
地
主
経
済
が
行
は
れ
.
土
地
は
甚
だ
粗
放
的

に
移
轄
勢
働
者
に
依
て
耕
作
さ
れ
て
居

る
・
地
生

癸

部
分
不

在
地
主
で
、
た
ゴ
土
地

の
濁
占
所
有
者
π
る
に
過
ぎ
澱
。
從
て
地
方
に
依

っ
て
は
、
地
主
は
た
ゴ
土
地

の
所
有
者

た
る
名
義
を
有
す
る
ば
か
り
で
、
百
姓
は
封
建
時
代
か
ら
引
続

い
て
共
地

に
土
着
し
て
之
を
使
用
し
て
居
た
も
の

も

も

も

も

も

カ

マ

で

も

で
、
所
有

権
者
は
所
謂
上
級

所
有
者

魯
ヨ
一・
窪
目

α
一「9
嘗
巳

た
り
、
百
姓

は
所
謂
用
益

権
者

ユ
。
邑
昌
ご
旨
音

一。
た

る
關
係
を
有
す

る
も

の
が
あ

る
。
然

る
に
新

し
き
法
律

ぽ
、
地

主

に
射

し
て
現
時

の
意
味

に
於
け

る
完
全

な

る
断

有
椹
を
認

め
、
百
姓

の
土
地

使
用
椹

琶

身

賦

を
無

税
し
た
爲

め
に
、
百
姓

は
之

に
謝

し
て
.大

い
な

る
不
卒
を

起

し
、
肚
曾
主
義
者

等
之
を
煽
動

し
た

る
が
爲

め
に
、
終

に
方

々
に
百
姓

の
同
盟

曾

が
生

れ
、
其

の
利
益

の
擁
護

ε

擢

利

の
主

張

ご
を
爲
す

を

以

て
任

務

ε
す

る
結
肚

を
見

る
に
至

っ
た
。
從

て
土
地
問
題

は
今

後
下
手

に
進

む
ご
、

論

叢
」

農
業
労
働
問
題
八五
)

第
+
三
巻

第

五
號

七
九
)

大
九
五

レ



,

、

論

叢

農
業
労
働
問
題
霊
)

第
+
三
巻

(第
五
號

入
o
)

六
九
六

露
西

亜
や

ル
ー

マ

ニ
ア
な

ご

に
於
け

る
や
う
な
、
激
甚

な

る
農
業
不
安

を
齎
す
恐

が
あ

る
の
で
あ
る
。

試

に
首

府
羅
馬

の
周
園
を
取
縄

い
て
居

る

所

の
有
名

な

る
ヵ

ム
パ

ニ
ア

∩
嘗
も
轟
轟

の

野
を
見

る
が

い
＼
。

恐

る

べ
き
粗
放
農

業
は
終

に
其
地

を

し
て

マ
ナ

リ
ア
の
水
揚

た
ら

し
む

る
に
至

っ
た
。

即

ち
企
面
積

二
十
萬

町
歩
.

に
捗

る
ヵ

ム
パ

ニ
ア
の
野
は

.
僅

か
八

名

の
不
在
地

主

に
依
て
其
孚
を
所

有

さ
れ
て
居

る
。

そ
し
て
農
匠
は
四
千

乃
至
八
ヂ

町
歩

を
以
て

一
塵

ε
せ
ら

れ
て
小
作

に
附

せ
ら

れ
て
居

る
が
、
其

の
小
作
は
中
間

に
商

人
的
e

る
請
負

小
作

人
が
居

て
小
作
料

の
上
前

を
は

ね
る
を
業

E
し
て

居

る
。

斯
く

て
耕
作
不
十

分
な

る
が
矯

め
に
諸
所

に
水

溜

が
出

來
て
、
「
敵
軍

の
養

生
所

ε
な

り
、

マ
ナ
リ
ア
で
寄

り
附

け

画
所

ご
な

っ
て
し
ま

つ
π
の
で
あ
る
。

最

後

に

シ
ジ
リ

」
島

に
在

っ
て
は
、
北

部
及

び
東
部

の
海
岸

地
方

に
は
小
自
作

農
制

を
見

る
こ
ε
が
出

来

る
が

内
部
地
方

は

ヵ
ム
.八
二
ア
同
様

の
状

態
で
あ
る
。

そ
し

て
人
民

は
地

主

の
臣
下
た

る
に
過

ぎ

組
。
法
律
的

に
は

「

八

一
二
年

に
農
民
解
放

が
行
は
れ
セ
け

れ
ざ

も
、
脛
濟

的

に
は
爾

ほ
昔
時

の
款
民

的
歌
態

が
現

今

に
持

続

さ
れ

て

卸

居

る
。
中

部
欧
羅

巴

の
状
態

に
比

し
、
明
か

に
百
年

は

後

れ
て
居

る
こ

い
は
れ

る
歌
態

で
あ
る
。

以
上
は
大
艦

伊
太
利

に
於
け

る
、
農
民
關

係
よ
り
見

た

る
農

業
状
態

で
あ

る
が
、
撫

で
進

む
で
其

の
農
業

勢
働

、

に
就

い
て
見
れ
ば

、
上

に
述

べ
た

る
農
業

一
般

の
状

態

に
照
合

し
て
、
以
下

之
を
示
す

が
如

き
有
様

を
窺

ふ

こ
ご

が
出
来

る
。
.

'
.
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上
部
伊
太
利
に
於
け
る
農
業
勢
働
者

の
哀
れ
な
る
状
態
は
、
夙

に
彼
等
を
し
て
勢
働
組
合
を
設
立
す

る
必
要
を

威
せ
し

め
、
然

か
も
其
筈
の
組
合
は
頗

る
肚
曾
主
義
的
色
彩
に
富

め
る
も
の
で
、
運
動
は
先
づ

竃
p}
員

州
よ
り

始
ま

っ
た
。
然

る
に

　
八
七
〇
年
代
に
設
立
せ
ら

恥
た
る
琶取
初
の
組
A
伺
は
、
政
府
の
糺肌
會
主
義
取
締
令
の
矯
め
に

塵
倒
せ
ら
巽

の
で
、

充

o
O
年
に
至
つ
麦

新
た
な
る
團
結
を
見
る
こ
ξ

な
b
・
其
の
運
動
は
他

の
隣
接

諸
州
に
波
及

し
湘
大

い
な
る
聯
合
組
合
を
も
組
織
す

る
に
至

っ
た
。
此
等
の
組
合
は
、
勢
働
契
約

に
關
し
、
健
康

の
如
{
個
別
的
な
る
契
約
の
行
は
る
Σ
を
不
利
ご
し
、
之
を
排
し
て
其
代
り
に
集
合
的
契
約
を
取
結

ぷ
こ
ご
》
し

工
業
勢
働
者
の
組
合

の
駕
す
所
に
摸
倣

し
た
・

.

此
の
新
組
織
の
下
に
於

て
は
、
勢
働
者
を
雇
入
れ
む
{
す
る
企
業
家
は
、
其
の
申
込
を
組
合
に
勤
し
て
駕
し
、

組
合
は
之
に

謝
し
て

所
要
の
人
員
を
逡
b
、

其
の
賃
金
は
豫

め
契
約

さ
れ
た
も
賃
金
率
に
擦
る
こ
ご
、
せ
ち
れ

る
。
そ
し
て
組
合
は
賃
金
を
受
取
れ
ば
、
其

の
幾
歩
合

か
を
差
引

い
て
組
合
㊨
積
立
金

の
中

に
繰
入
れ

る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
此
の
組
禽

集
A
・契
約
に
從
は
ざ
る
農
企
黍
.

嬉

し
て
は
威

次
回
罷

業
を
行
ひ
・
其
の
罷
業

は

】
九
〇

「
1

二
年
の
問

に
於
け
る
だ
け
で
も
六
百
件
の
多
き
に
及
む
だ
。
此

の
罷
業
は
個
々
の
企
業
家
が
之

鋳

す
・
撹

策
を
講
ず

・
こ
・
.の
な

か
っ
た
問
は
、
寝

で
あ

っ
た
が
、
彼
等
は
終
に
防
禦
同
盟
た
る
企
萎

組
合
を
組
織
落

ξ

・
な
り
、
組
合
員
中

の
或
者
が
、
罷
業

の
行
は
れ
た
る
に
依
て
損
失
を
被

っ
た
場
合
に
は

之
を
組
合

よ
画
填
補
す

る
こ
ξ

し
、
そ
の
代
り
.當
該
組
合
員
は
、
勢
働
組
合
毫

凋
卒

和
を
結
ぶ
こ
ε
の
出
来

論

叢

農
舞

働
問
題
(垂

第
+
三
巻

露

五
號

八
一
)

六
九
七



,

俸

論

叢

農
悲

僧

興

五
)

第
+
三
巻

(第
五
號

八
一;

六
九
八

嚢

務
を
負
讐

戦

勢
働
組
曾

謝
し
て
ば
常
に
企
業
家
組
合
が
墨
立
す
る
こ
ま

な

っ
た
。
そ
し
麦

、
勢

働
組
合

が
賃

金
引

上
げ

の
矯

め
に
せ

る
運
動

は
、
外

形

上

は
多

く
成

功
せ

る
や
う
だ

つ
セ

け
れ
。.、
も
、
企
業
家
側

に
於
て
経
堂

に
努
め
て
機
械
を
使
用
し
、
然

か
も
饗

を
粗
放
的
に
す

る
・、
ま

な

っ
た
矯

め
に
、
弊
働
に
封

ず
る
需
要
姦

じ
、
事
買
上
に
於
て
は
、
、労
働
者

豪

の
所
得
総
額
は
、
却

っ
て
減
少
す
る
結
果
募

り
、
結
局

勢
働
運
動
の
光
勲
に
關
す

る
敵
果
は
、
有
名
無
實
に
終
ら
し
め
ら
れ
た
。

次
に

。
了

チ

・
。
華

φ

地
方
に
於
け

・
状
態
は
、
特
に
困
難
の
袈

示
し
て
居

る
。
砦

地
方
に
在

っ
て

は

}
八
八
○
年
代
に
於
て
土
地
政
[艮
工
事
が
盛

に
行
は
れ
て
、
螢
働

に
封
ず
る
需
要
が
多

か
つ
だ
が
」
共
の
工
事

の
終
了
蓬
莱

に
需
要
減
退
し
た
覚
め
に
、
若
し
其
所

に
勢
働
者
の
組
合
團
結

が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
勢
働
者

は
非

常
な
国
難
に
陥

っ
た
筈
で
あ
る
。
け
れ
こ
も
幸
に
勢
働
組
合
が
夙
に
組
織

逮e
れ
て
居
た
爲
め
に
、勢
賃
は
低
下
す
る

こ
ポ
.な
く
し
て
濟
む
だ
。
然
し
夢
賃
が
下
ら
阻
代
り
勢
働
に
封
ず
る
全
艦
の
需
要
は
益

々
減
少
す

る
こ
ε
＼
な
つ

π
か
ら
・
や
腎

實
際
に
於
て
は
歩

働
昔

年
所
得
金
額
は
、
減
少
す
る
・
ξ

な

っ
た
。
此

の
事
書

勢
働

組
合
運
動
が
,

一
定
の
限
界
を
有
し
、
其
の
限
界
は
勢
働
者
が
勢
働

に
有
付

き
得

べ
き
機
會
ど
企
業
の
生
産
力
ε

の
繋
が
お
黙

に
存
す

る
こ
ご
を
示
す

一
適
例
ε
見
る
こ
ε
が
出
家
る
。

斯
く
の
如
く
・
永
続
的
な
る
鴇

過
剰
の
甚

が
存
す

る
場
倉

は
、
他
地
夏

は
他
国

へ
の
移
住
が
、
難
局
.

を
救

ふ
道

ご
な

る
の
で
あ

る
が
、

ロ

マ
「
ア
地
方

の

人

々
は

、
故
郷

を
離

る

＼
を
厭

ふ
所

か
ら

、
叉
他
地
方

の
勢

35)Li・ioht,…lie・ ・i,Di・0・g・ ・i…i・bd・ ・Laid・ ・beit・ ・inlt・li・nu・ddie
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賃
は
更

に
低
き
に
在
る
關
係
か
ら
.
此
事
は
多
く
實
行
田
來
難

い
所
で
あ
っ
た
。

然
る
に
同
地
方
に
は
、
地
主

ざ
雇
傭
労
働
者
ε
の
中
間

に
術

ほ
分
盆
小
作
人
ε
い
ふ
第
三
の
階
級
の
存
在
す

る

凋
め
に
、
事
情
は

】
居
複
雑

に
な

っ
て
居

る
。
此
の
身
盆
小
作
人
等
も
亦
緊
密
な
る
團
結
を
作

っ
て
居
て
、
一
面
に

於
て
は
、
小
作
修
得
を
有
利
に
す

る
爲
め
に
地
主

に
謝
し
て
職
ひ
、
他
面
に
於
て
は
、
叉
雇
傭
勢
働
を
安
く
雇
入

れ
る
矯
め
に
雇
傭
勢
働
者
に
謝
し
て
戦
は
ね
ば
な
ら

諏
境
遇
に
在
る
。
そ
し
て
此
等
の
分
盆
小
作
人
は
、
完

全
な

る
凋
立
の
企
業
者
た
る
よ
り
も
、
事
實
に
於
て
は
利
益
分
配
に
預
る

}
種
の
勢
働
者
ご
見
る
方
か
當

つ
.て
居
る
有

様
だ
か
ら
、
彼
等
は
事
情

に
依
て
は
地
主
に
樹
.し
て
同
盟
罷
業
を
行
ふ
こ
ε
に
依
て
、
其
の
小
作
條
件
を
有
利
に
す

る
こ
ε
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
斯
一
て
即
ち

・
マ
ニ
ア
地
方
に
在

て
は
、
農
業
人
口
の
中
に
在

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

階
級
問

の
蘭
孚
が
行

は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
其
の
中
間
階
級
た
る
分
盆
小
作
人
組
合
は
、
謂
は
y
洞
ケ
峠
に

陣
す

る
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
當
初
は
雇
傭
勢
働
者

の
組
合
に
加
惜
し
て
、
地
主

に
戦
を
排
む
で
居
た
が
、
後
文

雇
傭
勢
働
者
組
合
が
彼
等
に
謝
し
て
、
其
の
勢
働
獲
得
の
方
法
、
輕
鞍
蟹
行

の
方
法
等
に
關
し
て
立
入

っ
た
る
要

求
を
提
出
す
る
に
至
り
.
又
彼
等
に
射
し
て
、
彼
等
が
彼
等
仲
間
の
相
互
的
扶
助
に
俟
て
勢
働
節
約

の
方
没
を
講

ず
る
な
か
ら
む
こ
ご
を
要
求

し
、
更

に
は
叉
、
雇
傭
勢
働
者
組
合
が
之
を
認

め
て
赤
色
の
符
號
を
附
し
た
る
打
禾

機
を
の
み
使
用
す

べ
く
要
求
し
、
分
室
小
作
人
組
合
の
之
を
認

め
た
る
黄
色
附
號

の
打
禾
機

の
使
用
を
中
止
せ
む

こ
ε
を
要
求
す

る
に
至

っ
て
か
ら
は
、
其
の
態
度
を
憂
じ
、
却

っ
て
地
主
側

に
加
捲
し
て
、
雇
傭
勢
働
者
組
合
ご

論
矯
叢

農
業
麟
〃働
問
題
(五
)

第
十
三
巻
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五
號

八
三
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六
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論

叢

・

農
業
労
働
問
題
(五
)

.

第
†
三
巻

(第
五
號

八
四
)

七
〇
〇

戦

ふ
こ
ざ

、
な

っ
た
。

雇

傭
労
働
者

の
組
合

が
、
斯

の
如
し

に
し
て
、
農
業

経
管
上

に
立
入
b
陀

る
容
啄

を
駕
し
、
特

に
其

の
生
産
用

具
に
凱
し
て
支
配
権
を
振
は
会

す

る
に
至

っ
た
こ
ε
は
、
頗

る
重
大
な
る
闘
争
原
因
ε
な
り
、
終

に

一
九

一
〇

一

=

年
に
於

て
大
騒
擾
を
惹
起
し
、
政
府
は
同
地
方
を
軍
隊
を
以
て
占
領
せ
な
け
れ
ば
な
ら
隙
迄
に
至
ら
し

め
陀
o
.
.

・

.

.

.

南

部
伊
太
利

に
在

っ
て
は
、
従

来

斯

か
る
自
助

的
な

る
勢
働
者

の
團
禮
を

見

る
こ
ε
は
な

か

っ
セ
。

ε

い
ふ
の

も

も

も

へ

は
農
業
勢
働
者
の
欺
態
が
、
か
＼
る
自
助
運
動
を
起
す
に
は
鯨
り
に
困
憊
せ
る
状
態
で
、
絶
望
的
な
る
あ
き
ら
め

を
以
て
事
情
を
堪
ゆ
る
か
・
然
ら
ざ
れ
ば
其
の
凶
難
が
過
大
寒

っ
て
、
最
早
堪
え
働

か
ら
ざ
る
に
至
れ
ば
、

絶
望
は
終
札
、
遇
嶽
的
な
る
計
叢
な
き
騒
擾

ご
な

っ
て
爆
聾
す

る
か
の
外
な
き
有
様
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
ゴ

併

し
シ
シ
リ
島

に
在

っ
て
は
、
肚
篁

義
的
な
る
組
合
運
動

が
漸
次
功
を
奏
し

つ
麸

る
。
其
の
最

初
の
團
結

は

一
八
九
〇
年
代

に
出
来
た

る

局
窒
息

ε
稽

せ
ら

る

』
も

の
之

で
あ

っ
て
、
其
筈

は
、
秘
密
結

乱

だ
る
性

質
を
有

し
・
よ
商

地
方
住
民
の
心
欺
性
質
を
示
す

に
足
る
も
の
手

る
。
從
來
数
會
に
蹄
依
し
て
居
た
農
業
勢
働
馨

.

は
・
今
や
肚
曾
主
義
者
を
以
て
救
世
主
ご
仰
ぐ
に
至
り
、
紳
を
祭

る
集
會
の
代
り
に
政
治
的
集
曾

が
行
は
れ
る
ξ

ン
な
り
、
家

々
に
は
基
督
や
使
徒
の
聖
像
の
代
り
に
、
祉

曾
主
義
運
動

の
指
導
者
等
の
省
像
が
揚
げ
ら
れ
る
に
至

つ
π
の
で
あ
る
。
然
し
運
動
が
飲
り
極
端
な
る
暴
力
的
性
質
を
有
す

る
に
至

っ
て
か
ら
は
、
フ
リ
ス
ビ
ー
内
閣
は
、



'
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終

に
之
に
射

し
て
大
斧
鉞

を
加

ふ
る
の
止

む
な
き

こ

ご

、
な
り
、
其

の
運
動

の
指

導
者
等

は
、
頓

み
に
勢
力
を
失

墜

す

る
こ
ε

」
な

っ
た
。
葱

に
於

て

か
、
今
世
紀

の
初

頭
頃

か
ら

は
、
叉
更

に
平

和
的
進
化

に
依
て
、
農
業
勢
働

者

の
瓶
態
改

善
を
計
ら

ん
`
す

る
、
新

泥
な

る
固
結

が
漸

次
頭
を
擁

げ

ん

ご
す

る
こ
ご
＼
な

っ
た
の
で
あ

る
。

右
伊
太
利

に
於
け
る
農
業
勢
働
運
動
の
實
撒
に
就

い
て
蒐
れ
ば
、
同
じ
く
農
業
労
働
者
ε
見
ら
る

べ
き
雇
傭
勢

働
者
ε
分
盆
小
作
人
ε
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
異
の
組
合
團
結

が
出
京
て
居
て
、
各

々
其
の
利
害
に
依
て
行
動

し

つ
》
あ
る
を
知
る
こ
ε
が
出
來

る
。
そ
し
て
同
国
の
農
業
勢
働
運
動
に
は
「肛
會
主
義
的
色
彩
の
頗

る
濃
厚
な
る
こ

ご
も
、
性
意

に
値
す
る
所
ε
せ
な
け
れ
ば
な
ら
組
。
そ
し
て
そ
の
色
彩
は

シ
シ
リ
ー
島
の
如
く
、
勢
働
者

一
般
の

経
済
状
態
の
劣
悪
な
る
所

に
於
て
最
も
濃
厚
な
る
こ
ε
も
注
意
を
要
す
る
所
ε
す

る
。
俗
文
近
時
農
業
螢
働
者

の

要
求

が
、
た

f
箪

に
勢
賃

の
引
上
、
失
業
の
防
止
等

に
止
ら
な

い
で
、
進
む
で
農
業
縄
縫

上
に
容
啄
す

る
に
至
ら

」ん
ε
し
つ
エ
あ
る
こ
ε
も
見
遁
す

べ
か
ら
ざ
る
黙
で
あ
る
。
要
す

る
に
大
腸
の
傾
向

が
、
工
業
労
働
者
の
運
動

に

う

ヘ

ロ

　

ヤ

於

け

る
ご
同
様

に
、
漸

次
肚

會
主
義

的
思
想

の
流
麗

を
受

け
、
所
謂

虚
業
管
理
権

の
獲
得

に
洛

進

み
行

か
ん

ε
し

つ
》
め
る
こ

ε
を
見
な
け

れ
ば
な
ら

沁
の
で

あ
.る
。

、

伊
太
利
以
外

に
在̀

っ
て
は
、
吾

等
は

ル
ー

マ
ニ
ア
等

に
於

て
農
業

勢
働
問
題

の
漸

次
困
難

に
赴

き

つ
＼
あ
る
を

見

る
の
で
あ

る
が
、
然
し
近
着
農
業
勢
働
運
動

は
諸
国

に
勃
興

し

.
英
凋
等

に
於

て
も

.
漸

次
共
勢

の
進

み

つ
Σ

論

叢

農
業
労
働
問
顧
(五
)
.

第
十
三
巻

へ第
五
號

八
五
)

七
〇
一
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論

叢

農
業
労
働
問
題
(
五
)

第
十
三
巻

(第
五
號

八
六
)

七
〇
二

も

も

し

の

も

も

も

ヘ

へ

あ

る
を
否
み
難

い
。

現

に
農
業

労
働
者

の
組
合

の
如

き
も

、

猫
逸

に
は

、

濁
逸

農

業
勢
働
者

組
合

U
2
即・・。腎
「

'

ヨ

ち

ゆ

も

　

ヨ

も

み

も

あ

も

ミ

も

も

ヘ

へ

あ

も

い
畳
昏
き
葺
費

く
①
ぴ
碧
α

(。。6
岸

目腐

ω
)
掲
逸

森
林
農

耕
及

び
葡
萄
栽
培
勢
働
者
中
央

會

N
魯
耳
巴

<
。
吾
目
色

匹
①
「

し

あ

マ

ヤ

ヘ

へ

う

聞
o
話
博
-目
』
巳

と

F乙

案

の
3
げ
巽
αq
碧
げ
色
け韓

U
c
三
ω
o
ゴ
一筆

勢

(
器

謬

6

H
巴

等

が

あ

り

、

英

国

に

は

杢

國

農

業

勢

働

者

組

合

目
穿

区
四
二
。
塁

一
〉
㈹
ユ
2

ゴ

「
巴

訂

σ

母

雲
、ゆ

φ
三

島

な

ご

い

ふ

も

の

＼

設

立

せ

ら

れ

た

る

を

見

る

の

み

な

ら

照

す
・
讐

続
々
北
嚢

立
璽

を
見
つ
、
あ
る
有
様
　

こ
す
る
ボ

・
て
漸
か
る
勢
の
婆

著
響

な
b
つ

腱入

詰

る
は
、
工
薄

働
者
の
間
に
於
け
る
運
動
が
盆
・
大
い
に
鬱

し
つ
為

る
現
時
の
時
勢
の
下
に
於
て
は
、

駒

謂
は
繕

然
の
こ
巨

属
し
・
工
舞

讐

や
鱗
葉
勢
響

や
交
通
業
勢
働
者
な
ご
は
・
有
力
な
る
島

運
動
に

畑作

依
て
、
大
い
に
其
の
境
遇
を
改
善
し
、
勢
働
自
主
制
に
封
ず
る
進
路
を
開
拓

し
つ
》
あ
る
に
、
濁
り
農
業
勢
働
者

制べ

の
み
依
然
ε
し
て
封
建
の
餓
脅

に
捕

は
れ
て
、
自
ら
自
己
の
進

む

べ
き
道
を
造
り
得
な
い
で
、
劣
悪
な
る
状
態
に

甜

廿
・
・
憂

け
れ
ば
・
島

蚤

鴛

・
・
の
だ
か
・
・
籍

塾

・
督

し
む
・
咳

致
方
　

・
こ
・

臓

.

請

は
ね
ば
な
ら
戞

然
か
も
そ
れ
縫

霧

響

の
昆

暴

露

砦

竪

馨

の
進
歩
を
意
味
す
・
次

瀦

第
・
・
事
柄
・
音

響

し
て
は
、
寧
・
学

・
・
で
・
義

、

再

憂
學

・
・
蕩

・
…

.

続

載
國
・
在

っ
て
は
、
塁

蕩

誉

ふ
中
に
於
て
、
纏

な
農

募

働
者
の
数
は
綾

的
巌

で
、
農
業

靴

勢
働
者
の
大
多
数

は
雇
傭
労
働
者
た
る
ご
同
時
に
小
作
人
た
り
叉
は
小
自
作
人
た
る
も
の
ご
す

る
。
而
し
て
雇
傭

聴オ

勢
働
者

の
間

に
は
ま

だ
勢
働
組
合

ご
老
く

べ
き
ほ
.こ
の
も

の

、
獲
達

せ

る
も

の
は
な
く
、
我̀
国

の
農
業
脛
濟

の
實
.

粉

■



状
よ
り
す
れ
ば
、
其
の
獲
達
は
中
々
容
易
の
業
に
め
ら
ざ
る
を
知
乃
に
難
く
な

い
。
然
し
乍
ら
、
伊
太
利
や
佛
閾

西
な
ご
の
分
盆
小
作
人
が
、
農
業
勢
働
者

の
部
類
中

に
加

へ
ら
る
」
を
以
て
正
常
ε
駕
す
が
如
く
、
之
れ
ご
貴
賓

上
相
似
だ
る
我
国
の
小
作
人
は
や
は
b
農
業
鱒
働
者
中

に
入
る
Σ
を
可
こ
す

る
も
の
た
る
か
ら
に
ば
、
此
等
小
作

人
の
間

に
於
け
る
組
合
運
動
に
就

い
て
は
、
特
別
の
注
意
を
梯
ふ
必
要
あ
る
次
第
で
、
然

か
も
其

の
運
動
は
近
着

著
し
く
獲
廃

し
來
b
、
藪
に
於
て
も
實
勢
力
に
於
て
も
、
侮
亀
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
に
至
っ
た
。
以
下
少
し
く

我
國
の
小
作
人
組
合
運
動

に
就
い
て
観
察
を
試
る
で
あ
ら
う
σ
蓋
し
弘
は
右
述
ぶ
る
が
如
く
、
之
を
以
て
農
業
勢

働
運
動

の

「
表
顕
ε
見
る
を
正
賞
ε
信
ず

る
か
ら
で
め
る
こ
ε
を
、
繰
返
し
附
言
し
て
置
く
。

我
国
の
小
作
組
合
連
動

我
膠

蓉

、
雀

馨

覇

の
勃
興
す
・
・
至
つ
窃

は
近
年
の
・
蕊

験
す
・
.
尤
も
小
作
人
が
、
小
作
米

蜘

・
軽
減
其
他
小
作
擁

・
改
舞

爲
め
に
、
鷺

羅

・
て
運
動
を
行
ξ

産

亨

か
・
行
・
れ
饒

・

幡

あ

っ
た
け

れ
こ
も

、
そ
れ

が
纒

っ
だ
運
動

ε
し

て
、

組
織
的

に
行

は
れ

る
に
至

っ
た

の
臥
、
日
露

戦
争

以
後

、
特

瀾

・

創

。
。
先
般
。
世
奨

賢

難

し
き
肚
會
的
思
想

。
満
天
下
に
鑑

す

る
に
至
っ
て
以
後

・
・、
ご
に
摩

る
。
今

欄

農
商
務
省
農
務
局
の
調
査
に
照
し
て
見

る
ε
、
全
國
に
於
け
る
小
作
組
合
の
現
在
敷
は
二
百

二
十
で
n
そ
の
組
合

閃
.局

.最

二
鍍

千
名
を
銘
す

る
賞
状
で
あ
る
。
翠

少
し
尚

調
査
に
依
て
、
小
作
組
合
の
沿
革
、
性
質
、
目
的
、

麟

組

織

等

を

窺

っ

て

見

る

で

あ

ら

う

。

、

、

鋤

論

叢

農
業
響
働
問
題
(五
)

.

第
十
三
岩

(
第
五
號
.

八
七
)

七
〇
三

,

「



」」
.
.

門
:
:L

論

叢

農
業
勢
働
問
題
(五
)

.

第
十
三
巻

(第
五
號

入
弧
)

七
〇
四

我
国
に
於
・て
稍
々
組
織
的
な
る
永
続
的

の
小
作
組
合
が
初
め
て
設
立
せ
ら
れ
た
の
は
明
治
八
年

の
こ
ξ
で
め
つ

て
、
そ
れ
は
實

に
岐
阜
縣
に
於
て
せ
ら
れ
た
。
其
後
高
知
縣
、
京
都
府
、
長
崎
縣
、
島
根
縣
等
に
於
て
沸
々
其

の
成

立
を
見
た
が
、
日
清
戦
争
以
前
の
時
代
に
在

っ
て
は
、
其
敷
街
ほ
五
指
を
屈
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
駄
然
る
に
日

清
戦
後
日
露
戦
前
の
十
年
間

に
於
て
は
、
梢
力
多
数
の
小
作
組
合

の
設
立
を
見
、
其
中
に
は
種
々
の
目
的
の
爲
め

に
す
る
種

々
の
種
類

の
も
の
が
め
っ
た
。
然
る
に
明
治
四
十
年
代
に
至

っ
て
は
、
日
露
戦
争

の
影
響
に
然
る
経
済

界
の
愛
動

ご
思
想
上
の
愛
化
ε
の
爲
め
に
、
小
作
組
合
の
敷
は
大

い
に
増
加
す
る
傾
町
を
迎

へ
、
明
治
三
十
年
代

に
於
け
る
十
年
間

の
設
立
組
合
細
緻
二
+
二
な
る
に
謝
し
て
、
四
+
牛
後
の
五
ケ
年
間
に
於
て
十
九
組
合

の
新
設

を
見
る
こ
ε
、
な

っ
た
。
そ
.し
て
時
代
が
大
正
に
入

っ
て
か
ら
は
、㍉
耽
會
蓮
.動
の
氣
蓮

一
.般
的

に
稍

々
動
き
來
れ

吊

る
が
爲
め
に
小
作
組
合
の
敷
も
大

い
に
増
加
す

る
に
至
り
、
大
正
五
年
迄
の
間
に
三
十
七
組
合

の
新
設
を
見
陀
。

然
る
に
世
界
大
戦
が
行
は
れ
、
露
西
亜
に
は
大
革
命
の
爆
獲
す

る
あ
り
、
濁
逸
に
も
亦
革
命
が
成
就
す
る
ド
一
い
ふ

風
e
、
経
済
界
の
大
墜
動

`
肚
會
思
想

の
大
動
揺
ε
は
、
我
国
に
於
て
も
大
い
な
る
肚
會
的
不
安
を
惹
起
t
、
肚

會
運
動
の
氣
運
算

鰺
蒸
す
る
こ
ξ

な

書

か
ら
、
小
作
組
合
運
動
あ
其
勢

に
依
て
促

さ
る
」
所
ゐ
b
、
俄

か

に
活
氣
を
呈
し
來

っ
て
、
大
正
六
年
以
後
九
年

に
至
る
四

ケ
年
間

に
於
て
、
實

に
百
五
十
二
の
組
合
新
設
を
見
、

從
家
既
存

の
組
合
敷
を
急
に
倍
加
す

る
こ
ε
㌧
な
砺
、
爾
楽
引
続

い
て
今
日
も
爾
ほ
、
続
々
新
組
A
回
の
設
立
を
見

ぴ

つ

N
あ

る

有

様

巴

す

る
。
.

・



而
し
て
我
国
に
於
け
る
此
等
小
作
組
合
の
地
方
的

分
布
を
見
れ
ば
、
北
海
道
其
他
二
府
二
十
七
縣
に
渉

っ
て
居

る
け
れ
こ
も
、
就
中
最
も
多
敷
な
る
は
岐
阜
縣
で
、
同
縣
下
に
存
す
る
組
合
敷
は
百
十
四
の
多
き
に
及
び
丙
正
に

全
国
総
数

の
牢
に
達
し
て
居
る
。
岐
阜
縣
は
實
に
我
国
小
作
組
合

の
獲
耕
地
で
、
叉
そ
の
成
青
地
た
b
本
家
本
元

た
る
.の
親
が
あ
る
。
其
他
に
於
て
は
愛
知
縣
下
の
十
三
組
合
、
京
都
府
下
の
十
二
組
合
、
岡
山
縣
下
の
九
組
合
、

兵
庫
、
新
潟
、
群
馬
、
山
梨
、
愛
媛
各
縣
下
の
六
組
合
等
之
れ
に
亜
ぎ
、
他
は
五
組
合
乃
至

一
組
合
位
宛
を
有
す

る
に
過
ぎ
諏
。
釦
ち
北
海
疸
、
石
川
〔各
五
組
合
)
、
蘭
島
、
輻
井
、
香
川
㍗

高
知
、

(各
四
組
合
)、

栃
木
、

秋

田

島
根
(各
三
組
合
)
、
三
重
、
静
岡
、
滋
賀
、
鷹
島
、
佐
賀
(各
二
組
合

)、
東
京
、
神
奈
川
、
宮
城
、
富
山
、

良
関
取
、
徳
島
「
大
分

.〔各

一
組
合
)
之
れ
で
め
る
o

尤
も
右
調
査
に
漏

れ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ら
う
し
、
叉
我
国
の
小
作
組
合
中
に
は
、
秘
密
結
肚
的
の
も
の
も
な

い
で
は
な

い
や
う
で
あ
る
か
ら
「
實
撒
は
上

に
揚
ぐ
る
所

よ
り
も
、
更

に
多
か
る

べ
き
を
思
は
な
く

て

は

な

ら

諏
。
そ
れ
に
叉
や
」

一
時
的
の
性
質
を
有
す
る
團
結
の
如

さ
を
も
加

へ
計
算
す

る
こ
ε
に
な
る
ε
、
其
敷
は
恐
ら

く
倍
以
上
に
も
及
ぶ
で
あ
ら
う
。
内
務
省
の
調
査
せ
る
小
作
組
合
敷
は
四
百
六
十
三
組
合

ξ
算
せ
ら
れ
て
居
る
の

を
見
て
も
、
大
禮

の
事
情
を
察
す

べ
き
で
あ
る
。

仍
て
進
む
で
、
此
等
多
数

の
小
作
組
合
は
、
何
を
目
的

ε
す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
從
て
如
何
や
う
の
種
類
に
匠

別
せ
ら
れ
る
か
ε
見

る
に
、
其
の
目
的

ε
す
る
所
は
、
表
面
に
掲
げ
ら
れ
た
る
所
に
擦
れ
ば
、
大
勝
差

の
五
つ
で

論

叢

農
業
勢
働
問
題
〔五
)

第
+
三
巻

(第
五
號

八
九
)

七
〇
五

、

晒
.



論

叢

農
業
勢
働
問
題

(五
)

箒

十
三
巻

(蠕
五
號

九
Q
}

七
り
六

あ
る
。

ラ一
小
作
條
件
の
一維
持
改
善

X

.

二
小
作
篠
、件
の
維
持
政
善
及
び
農
事
の
敬
畏
獲
達

X一一.小
作
地

に
蜀
す
る
競
争
防
止

X四
農
事
の
改
頁
磯
蓮
.

近五
地
主
小
作
人
間
の
協
調
及
び
農
事
の
改
頁
装
達

!

(

、

右
の
中
軍
純

に
農
事
の
改
頁
殺
達
を
計
る
ご
い
ふ
も
の
は
、
若
し
そ
れ
が
県
費
単
純

に
そ
れ
だ
け
の
目
的
の
爲

め
の
も
の
な
ら
ば
、
其
組
合
は
小
作
人
の
間

に
組
織
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
實
質
上
に
於
て
は
、
何
等
小

作
組
合
た
る
特
質
を
備

へ
ざ
る
も
の
で
、
普
通
の
農
事
改
頁
組
合
た
る
に
過
ぎ
慮
り
然
し
乍
ら
表
面
に
は
農
事
の
.

り

も

し

　

ヘ

へ

改
頁

ご

い
ふ
が
如
き
目
的

の
掲

げ
ら

れ
た

る

に
拘

ら
す

、
内

實

に
於

て
は
3
地
主

に
封
ず

る
何
等

か
の
目
的
を
備

へ
ざ

る
も
の
は
少
く
、
そ

の
意
味

鴬
於

て
眞
實

小
作

人
組
合
た

る
性
質

を
有
す

る
こ
ε

Σ
な

る
の
で
め

る
。

而

し

コ

ヘ

モ

ヘ

ヘ

へ

て
地
主

に
射
す

る
、6
い
ふ
意

味

の
巾
に

は
二
様

の
意

味
あ

る
を

知
ら
な

け
れ
ば
な

ら
激

の
で
め

つ
て
、

一
は
地

主

に
勤
抗

し
て
小
作
條
件

を
小
作

人

に
有
利

な
ら

し
む

る
こ
だ
を
臼

的

ご
す

る
意
味

で
、
他

は
地
主
「・し
の
問

に
温
情

關
係
を
保
ち
協

調
的

態
度
を
以

て
…進
み
行
く

こ
ε
を

目
的

ε
す

る
も

の
で
あ

る
。

で

ヤ

も

試
に
前
掲
五
ヶ
の
目
的

に
關
し
て
之
を
勤
地
主
の
關
係
に
於
て
分
類
す
れ
ば
、
前
三
者
は
地
主

に
劃
立
す
る
抗

ト



.

6

r

争
的
の
性
質
を
有
し
、
後
二
者
は
協
調
的
性
質
を
帯

ぶ
る
粒
の
ε
す
る
。

ラ

即
ち
先
づ
↑
小
作
條
件
の
維
持
改
善
を
目
的
手

る
も

の
に
就

い
て
見
れ
ば
、
そ
は
専
ら
小
作
権
の
確
保
、
小

作
料
の
極
減
、
其
他
小
作
係
件

の
維
持
政
善

に
關
し
て
地
主
に
封
抗
し
、
常

に
組
合
團
結

の
力
に
依
て
團
艦
的
交

渉
を
試
み
、
小
作
人
の
利
益
を
維
持
増
進
す
る
こ
嘘
の
膿
め
に
存
在
し
叉
運
動
し
、
場
合
に
依

て
は
小
作
争
議
を

ラ

惹
起
す
る
を
辞
せ
ざ
る
も
の
ε
す

る
。
次
に
二
小
作
條
件

の
維
持
政
善
及
び
農
事
の
政
…艮
獲
達
を
目
的

ご
す
る
も

)

(

の
は
、、
其

の
貴
賓
に
於
て
は
殆
ん
ご
右

一
の
も
の
ご
多
く
異
る
所
な
く
.
地
主
に
勤
抗
し
て
小
作
人
の
利
益
を
維
、

(

持
増
進
す
る
を
以
て
主
た
る
目
的
ε
寫
し
、
だ
y
之
れ
ご
併

せ
て
小
作
入
間

の
和
衷
協
同
に
依
り
農
事
の
政
更
換

蓬
を
計

乃
こ
`
を
も
目
的
ε
駕
す
も
の
た
る
に
過
ぎ
粗
。
而
し
て
そ
れ
等
の
中

に
は
久
、
農

学
の
改
良
獲
達

こ
い
ふ

は
、外
形
を
装

ふ
が
薦
め
に
掲
げ
た
る
口
的
た
る
に
過
ぎ
な

い
で
、
.内
貸
は
軍
純
に
地
⊥土
に
劃
抗

し
て
小
作
條
件
の

ラ

維
持
改
善
を
の
み
目
的
ε
す
る
が
如
き
も
の
も
な

い
で
は
な
い
。
次
に
三
小
作
地

に
封
ず

る
競
争
防
止
を
目
的
ξ

く

す
る
も
の
は
、
土
地
に
謝
し
て
小
作
人
の
敷
比
較
的
・に
多
一
、
從
て
自
然
小
作
地

に
封
ず

る
小
作
人
相
互
間

の
競

争
を
惹
起
し
、
そ
れ
が
爲
め
に
小
作
料
其
他
小
作
條
件
を
地
主
側
に
有
利
な
.ら
し
め
、
小
作
人
側

に
不
利
な
ら
し
む

る
を
防
止
し
、
小
作
人
間
の
團
結
に
依
り
、
そ
の
相
互
の
競
璽
な
か
ら
し
め
ん
ε
す

る
,も
の
で
あ
る
。
從
て
之
睡
亦

其

の
眞
實

の
目
的

ε
す

る
所
は
、
小
作
條
件
を
小
作
人
に
有
利
な
ら

し
触
る
こ
ご
に
存
.し
實
質
的
に
は
看
↓
及
コ

く

く

の
も
の
ε
殆
ん
♂
、
異

る
所
な
く
、
小
作
人
間

の
競
争
防
止
ざ
い
ふ
は
、
た
ゴ
之
を
形
に
表
し
て
示
し
π
る
も
の
に

論

叢

農
業
労
働
問
題
(王
)

第
十
三
巻

(第
五
號

九
.こ

七
Q
七

.

、

,

.
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論

叢

農
業
勢
働
問
題
(五
)
.

第
十
三
巻

(第
五
號

九
二
)

七
〇
入

ラ

ラ

ラ

外

な
ら

澱
。
即

ち

一
及
二

ε
三

ε
は
、
其

の
目
的

・こ
す

る
所
を
内

容
的

に
示

し
た

る
ご
、
形
式

的

に
示

し
た
る
ε

(

〔

(

の
枳
連

だ
る

に
渦
一ぎ
諏
の
で
あ

る
。

ラ

ラ

然
る
暑

等

の
三
者

に
射
し
て
四
ピ
吾

は
、
何
れ
も
地
主

に
勤
レ

、
は
温
情
的
協
調
態
度
を
響

、
地
書

小
作

く

く

人
ε
協
力
し
て

一
面
農
事
の
改
頁
獲
達
を
圖

る
ε
同
時

に
、
小
作
條
件
等
に
聞
す
る
両
者
問
の
抗
争
を
避
け
袖
裏

ロ

ラ
ラ

以
て
其
の
條
件
の
政
善
を
計
る

べ
き
も
の
あ
ら
ば
之
を
計
ら
ん
ご
す
る
も
の
た
る
に
外
な
ら
ぬ
。
さ
れ
ば
前
↑
じ

ヨ
ε
後
勘
濁

ε
の
間
に
は
、
其

の
目
的
の
上
よ
り
し
て
可
也
著
明
な
る
相
遽

の
存
す
る
を
否
み
難
く
、
其

の
目
的

く

ぐ
く

の
相
違

に
從
て
・
前
三
誓

後
二
者

ご
は
、
同
じ
ホ

作
馨

乍
ら
、
少
か
争

そ
の
組
重

し
て
の
讐

を
異

に
す

る
む

の
た

る
を
謂
ひ
得
ら

れ

る
。
然

し
當
初
後
者

に
翳

せ
る
組
合

も
、
事
情

の
攣
化

に
依

て
攣

じ

て
前
者

の

組
合

ご
な
ら
な

い
ε
は
限
ら
な

い
次
第

で
、
両
者

は
互

に
隣
接

せ
る
も

の
で

は
あ

る
が
、
別

々

照
分
れ

た

る
限
り

共

の
性

、螢

の
同
じ

か
ら
ざ

る
も

の
ε
す

る
。

,

そ

こ
で
、

我
国
中

の
小
作
組
合

は
右
禍

の
大
匠

別

の
内
何

れ

に
属

す

る
も

の
が
多

い
か

ご
見

る
に
、

小
作
組
合

本
來
の
獲

か
ら
考

へ
て
も
解

か
る
導

、
前
書

屡
す

・
黎

的
の
組
合
は
、
後
書

畢

・
協
調
的
の
組
合

青

も
遙

か
に
ぞ

、
然

か
も
両
者
の
關
係
は
、
初

の
頃

に
は
前
者
が
比
較
的
少
か
っ
た
の
に
、
後
段

窪

前
者

の
方
が
多
く
な

っ
て
來
π
の
で
あ
る
。
試
に
年
代
的

に
両
者
の
撒
の
割
合
を
窺

っ
て
見

る
に
、
明
治
三
十
年
代
に

在

っ
て
は
前
者
十

二
、
後
者
十
。
明
治
四
十
年
代
に
は
前
者
八
、
後
看
十

一
。
大
正
元
年
よ
り
五
年
迄

に
於

て
は

・

}



9

前
者
十
六
.
後
者
二
十

一
。
大
正
六
年
以
後
九
年
珍
の
聞
に
於
て
ば
前
港
七
十
四
、
後
巻
七
十
八
ε
い
ふ
有
様
で

め
.
る

。

「

更
に
之
を
各
府
縣
に
於
げ
る
分
布
の
状
態
に
就
い
で
、
封
争
的
組
合

ε
協
調
的
組
合
ε
の
振
り
合
を
見
る
ε
、

現
在
小
作
組
合
総
数
中
左
表
に
之
を
示
す
や
う
な
有
様
で
あ
る
。

( )(二)ラ三((四)(五)

目

的

地
主
に
劃
抗
し
て
小
作
條
件
の
維
持
改

差
Pを
圖

る
を
目
的
ε
す

る
も
の

小
作
條
件
の
維
持
敢
普
及
農
事
の
改
頁

凝
達
を
目
的
巴
す
る
も
の

小
作
地

の
拙嬰

防
止
を
目
的
ε
す
る
も

の農
事
の
改
頁
獲
達
を
目
的

こ
す

る
も
の

地
主
小
作
入
間

の
協
調
及
農
事
の
改
良

凝
蓮
を
目
的
ご
す

る
も
の

組

合

敷一
入

八
山
ハ

一
二

・

七
⊥
ハ

三
六

府

縣

別

組

合

敷

岐
阜
七
、
山
梨

四
、
.京
都

↓
.、群
馬

一
、
三
重

一
、
幅
井

一
、
滋
賀

一
、
富
山

一
、
高
知

一

岐
阜

五
八

、
京
都

八
、
岡
山
四
、
愛

知
三

、
幅

井
三
、
鷹
島

二
、神

奈
川

一
、
兵
庫

一、、
山
梨

一

滋
賀

一
、
愛
媛

一
、鳥

取

↓
、
徳
島

】
、
香
川

}

岐
阜

一
二

岐
阜
三
三
.、
愛

知
九
、
北
海
道

四
、
兵
庫

四

幅
島

四
、
京
都
三

、
岡
山
三
、
香
川
三

、
愛
媛

三

、
島
根

二
、
東
京

一
、
新
潟

一
、
三

重

一
、

静

岡

一
、
山
梨

一
、
秋
田

一
、
石
川

↓
、
人
分

一

新
潟
五

、
群
馬

五
、
石
川
五

、栃

木
三
、
岡
山

三

、
高
知

三
、岐
阜

二
、
秋

田
二
、
愛
媛

二
、
佐

賀

二
、
北

海
道

一
、
兵
庫

↓
、静

岡

一
、
島
根

一

計

二
二
八

備
考

以
上
の
外
目
的
の
不
明
な
る
組
合
二
個
あ
り

論

叢

農
業
労
働
問
題
(五
)

5

第
十
三
巻

(
第
五
號

九
三
)

七
〇
九



、

論

叢

農
業
勢
働
問
題
(五
)

.

第
十
二
懸

(第
五
號

九
四
)

七
,一
〇

ラ
ラ

ラ

即
ち
若
し

=

芒

三
を
以
て
抗
争
的
組
合
ε
見
る
こ
ご
が
必
ず
し
も
不
可
な
ら
す
ご
ぜ
ば
、
総
数
二
百
こ
十
八

(
〔

(

組
合
中
、
抗
争
的
組
合
の
敷
は
實
に
百
十
六
組
合
に
及
び
、
協
調
的
組
合
ε
正
に
雫
西
で
あ
る
。
就
中
抗
争
的
組

合
は
岐
阜
縣
の
み
に
於
て
其
撒
實
に
七
十
七
組
合

ε
い
ふ
多
敷
を
示
し
、
同
縣
に
於
て
は
協
調
的
の
も
の
は
之
に

謝
し
て
僅

か
に
其
の
年
数
足
ら
ず

の
三
十
五
組
合
あ
る
に
過
ぎ
諏
。
抗
争
的
組
合
の
次
に
多
数
な
の
は
京
都
府
で

九
組
合
。
次
は
由
[梨
の
五
、
岡
山
及
嘔
井

の
四
、
愛
知
の
三
、
鷹
島
及
滋
賀
の
二
で
め
る
。
他
は
皆

↓
組
合

つ
、

で
め
る
。

.

,

次
に
協
調
的
組
合
に
於
て
は
、
岐
阜
縣
に
次
で
多
撒
な
の
は
、
愛
知
の
九
、
岡
山
の
六
、
北
海
道
及
愛
媛

の
五

兵
庫
及
輻
井
の
四
、
京
都
、
島
根
及
香
川
の
三
等
で
め
る
。
他
は
皆

ご

一に
過
ぎ
濾
。

然
ら
ば
此
等
多
数
の
或
は
抗
争
的
な
或
は
協
調
的
な
小
作
組
合
は
、
如
何
な
る
組
織
の
下
に
成
立
っ
て
居
る
か

ε
い
ふ
に
、
我
国
に
は
、
未
だ
何
等
勢
働
組
合
の
準
櫨
す

べ
き
特
別
の
法
規
な
く
、
小
作
組
合
に
關
し
て
も
特
別

法
の
制
定
せ
ら
れ
に
る
も
の
が
な

い
か
ら
、
此
等
既
存
の
組
合

は
た
ゴ
當
事
春
闘

の
任
意

の
申
合
せ
に
依
り
、
民

法
上
の
組
合
契
約
に
關
す

る

}
般
法
規
に
準
捺
し
て
組
織

さ
れ
た
る
も

の
に
外
な
ら
ぬ
。
絶
て
法
人
ご
し
て
の
人

格
を
有
す
る
こ
ε
も
出
來
諏
。
た
ゴ
其
契
約

に
公
謹
力
を
持

π
し
む
る
薦
め
に
、
公
正
契
約
だ
ら
し
め
た
る
も
の

は
多
く
典
例
を
見

る
所
ε
す
る
。
而
し
て
小
作
組
合
を
組
織
す

る
者
は
、
小
作
組
合
の
性
質
上
白
ら
純

小
作
人
及

び
小
作
人

に
近
き
自
作
、兼
小
作
人
た
る
を
原
則
ご
す
る
が
、
官
作
農
ご
錐
も
小
地
面
の
耕
作
を
爲
す
者
は
、
之
起

加
入
す

る
を
得
せ
し
む
る
も
の
も
あ
み
。

,

重



奨

・
に
勤
す
る
加
入
脱
退
は
、
勿
馨

自
の
自
由
馨

べ
轟

で
・
協
調
組

合
に
在
て
叫

之
を
張
射
芸

こ
一し
は
な
い
が
、
抗
争
的
糾
A
[
中
の
急
進
的
な
る
者

に
至

っ
て
は
、
や

鼻
強
制
的

の
手
段
を
講
じ
、
加
入
脱
退
共

.

に
、
利
害
關
係
者
企
燈
の
歩
調
を
制
さ
貰
ら
む
こ
`
の
必
要
護
、
乏

を
好
ま
ざ
る
者

に
醤
し
て
も
強
制
的
に
組
合
.

に
加
入
し
叉
残
留
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。

次
に
組
A
口
縄
織

の
歴
域

は
或
ば
字
を
以
て
匠
域
ご
す

る
も
あ
れ
ば
、
大
字
を
以
て
雌
域

ε
す

る
も
あ

り
、
叉

一

瞬

村

雇

旗
手

・
も
の
も
あ
・
.
撃

叉
嫉

町
村
を
以
三

鷹

与

る
も
な

い
で
は
な
い
・
然
し
最
も
多

警

の
は
、
大
宇
を
以
て
、廃
城
ε
す

る
も
の
で
あ
る
。
其
他
街
竺

地
主
の
小
作
地
を
以
て
厩
域
ε
定

め
・

飛

虫

の
小
作
人
全
艦
が
組
合
を
組
織
す
る
も
の
も
あ
る
。
を

し
て
此
等

の
軍
位
組
合

の
多
数
が
集

っ
て
聯
合
會
を
形

造

っ
て
居
る
も
の
も
、
岐
阜
縣
鳥

取
縣
ご
に
典
例
が
あ
る
。
聯
合
曾

の
廃

城
は
前
者
に
在

っ
て
は
郡
を
以
て
雇

督

し
、
讐

に
在

っ
て
鍛

ケ
村
を
以
て
蟹

ε
し
て
居
る
。
要
す

る
に
砦

厩
城
に
關
す

る
事
は
・
各
馨

に
於
け
る
藻

の
必
響

便
富

に
依

っ
て
定
ま
る
次
第
で
、
固
よ
缶

れ
を
可
与

る
芒
概
論
す

る
ξ

は
出

來
難

い
。
.た
y
其

の
團
結
が
堅
固
に
行
は
れ
得
て
、
事
務

が
有
効
に
さ

へ
執
り
行
は
る
Σ
な
ら
ば
・
歴
域
は
人
な

る
ほ
こ、
細
書

し
て
の
勢
力
強

か
る

べ
き
で
、
聯
合
會
の
如
き
も
、
大
規
模

の
聯
合
が
賓
現

さ
る
濠

ミ

組
合

は
共
の
目
的
を
果
す
に
有
力
ε
な
る

べ
き
筈

だ
ε
謂
ひ
得
ら
れ
る
に
過
ぎ
沁
。

■

最
讐

小
作
組
合
の
妻

与

る
所
は
、
其

の
目
的
与

る
所

に
震

す

る
所
を
選
り
行
ふ
に
過
ぎ
な

い
の
で

あ

っ
て
、
.組
A
.
の
目
的
の
異
る
に
候
う
、
其
の
妻

も
種

々
に
別
れ
て
來
る
・
然
し
乍
ら
地
ま

鋳

抗
し
て
小
作

論

叢

農
舞

働
懸

(五
)

第
+
三
巻

(盟

號

九
f
)

七
二

亀

,

`



論

叢
、

農
業
労
働
(
五
問

題
)

第
十
三
巻

(
第
五
號

九
六
)

冶

=

一

條
件
の
維
護

善
を
計
る
・
差

肌
着

的
暮

す
も
の
に
在

っ
て
煙

組
合
は
羅

交
渉
の
主
旨
に
磐

、
常

に
組
合
湧

利
益
を
代
表
し
て
地
主
爵

す
・
交
渉

葛

の
事
を
取
堕

を
以
て
任
饗

し
、
地
主
忌

作
合

が
個
々
に
交
渉
し
契
約
す
る
こ
ピ
よ
b
摩
る
小
作
人
餐
自

の
不
利
益
を
救
ふ
こ
ε
を
事
業
の
本
旨
ε
.駕

し

て

居

る
。
即
ち
此
黙
に
關
し
て
は
、
職
工
組
合
の
事
業
の
主
旨

ξ
す

る
所
ε
何
等
の
選
ぶ
所
が
な

い
の
で
あ
る
。
試
に

霧

局
の
小
作
調
璽

・が
、
小
作
組
合
睾

業
中
の
主
峯

参

し
て
掲
げ
て
居
る
所
の
も
の
を
、
列
記
す
れ
ば

左
の
通
り
で
あ
る
。

一

小
作
條
件
の
維
持
改
善

(
一
)

地
主
に
於
て
不
當
に
小
作
料
を
引
上
け
ん
ε
し
叉
憾
近
地
を
要
求
し
π
る
場
合
に
於
て
ぽ
、
其
の
引
上

又
は
近
地
の
通
知
を
受
け
π
る
小
作
人
が
輩
.凋
交
渉
を
行
は
す
、
之
を
小
作
組
合
荒
通
知
し
、
小
作
組
合

の
決
議

を
.以
て
之
に
癒
す
な
や
否
や
を
決
定
し
、
輩
濁

に
小
作
料
引
上
叉
は
近
地

に
腐
せ
ざ
る
こ
ξ

(
二
)

地
主
に
於
て
小
作
料
引
上
其
の
他
小
作
人
に
不
利
益
な
る
要
求
を
駕
し
、
小
作
人
之
れ
に
癒
せ
す
、
爲

に
地
主

に
於
て
小
作
地
を
引
上
げ

π
る
場
合
に
於
て
は
.
他
の
組
合
員
は
引
上
げ
ら
れ
た
る
小
作
人
の
承
諾
め
る

に
非
ざ
れ
ば
、
其
の
小
作
地
を
小
作
し
、
叉
は
其
の
引
上
を
駕
し
売
る
地
主
の
農
業
勢
働

に
従
事
せ
ざ
る
こ
ε

三

)

小
確

件
に
閲
し
地
害

意
見
饗

し
小
作
地
引
吉

な
り
た
る
場
合
、
.組
合
員
中
高

小
作
地
の
残

・
撃

有
す
る
も
の
め
る
妄

は
、
之
れ
を
相
互
に
融
通
し
、
叉
羅

倉

貝
古

集

小
作
人
あ
を

き
興

其
の

卑

地
ζ

芝

れ
を
小
作
歯

し
、
其
の
雷

窮
蒼

之
を
組
合
の
積
立
金
髪

出
し
て
務

薯

鐘

貧

、

、



の
生
活
を
維
持
し
、
地
主

に
封
ず
る
野
抗
力
の
持
続

に
努
む
る
こ
ご

(
四
)

組
合
の
規
約
叉
は
決
議

に
違
反
し
た
る
者
に
謝
し
て
は
、
交
際
.の
断
絶
、違
約
金

の
徴
牧
等
を
熾
す

こ
ε

(五
)

小
作
料
脛
減
の
請
求
其
の
他
小
作
條
件
の
改
善

の
目
的
を
貫
徹
せ

ん
が
、
爾
に
組
合
員
は
網
倉
の
決
議

に
依
り
常

に

一
致
の
行
動
を
探
り
て
地
主

に
劃
抗
す

る
こ
ご

ゴ
(
⊥ハ
)

地
主
に
於
て
小
伶
人
の
要
求
を
容
れ
ざ
る
ε
き
は
、
之
を
容
れ
し
め
ん
が
爲
に
、
小
作
地
を
返
還
し
組

合

員
だ
る
者
ば
絶
対

に
之
を
耕
冷
せ
す
、
又
地
圭
之
れ
を
自
作
す

る
に
至
る
も
其
の
農
業
勢
働
に
従
事
せ
ざ
る
等

の
庭
世
を
探
る
こ
ε

議

小
作
地

の
競
箏
防
止

(
ご

他
人
の
現
に
小
作
し

つ
＼
あ
る
小
作
地
の
其
の
小
津
料
よ
り
高
き
小
作
料
を
支
沸

ふ
馨

の
條
件
を
地
主

に
申
込
み
、
以
て
之
が
争

奪
を
'
・
さ
ゴ
る
こ
ε

〔
二
)

小
作
料
引
上
げ

の
承
諾
等
の
事
項
は
総
會
の
決
議

に
依

り
之
れ
を
行
ひ
、
軍
獅

に
て
地
主
芒
交
渉
せ
ざ

る
一一
ご

(三

)

地
主

に
小
作
地
を
返
還
せ
ん
こ
す

る
ご
き
ば
、
先

っ
之
を
組
合
に
申
出
で
、
組
合
員
中

の
小
作
地
希
望

者

に
小
作
せ
し
む
る
様
に
爲
す

こ
ε

(
四
)

組
合
員
の
小
作
し
居
た
る
土
地
は
其
の
組
合
員
の
承
諾
を
得

る
に
非
ざ
れ
ば
、
池
の
組
合
員
に
於
て
之

を
新

に
小
作
ぜ
ざ
昏
こ
ご
。
.

論

叢

農
業
労
働
問
題
(五
官
.

第
十
三
巻

(第
五
號
、
九
七
)

七
=
二



論

叢

農
業
労
働
問
題
(五
)

第
十
三
巻

(
第
五
號

九
八
)

七

　
四

,

(
五
)

組

合
員
が
他
の
組
合
員
の
小
作
地
の
所
有
椹
を
取
得
し
た
る
場
合

に
於
て
は
、

返
還
の
請
求
を
爲
さ
雪
る
こ
ε

其

の
他
規
約
違
反
の
制
裁
等
は
全
く
前
項
に
説
明
し
た
る
も
の
ε
同

一
で
あ
る
。
.

一
定
年
限
の
間
は
其
の

総
て
上
に
示
す
所
の
如
き
も
の
な
り
ε
せ
ば
、
我
國
に
於
け
る
小
作
組
合
な
る
も
の
は
、
近
時
に
於
け
る
勢
働

組
合
運
動
の
無
燈
に
促

さ
れ
て
、
急
に
獲
達
し
来
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
鑛
業
、
工
業
、
交
通
業
等
に
於
け
る
勢

働
組
合
運
動
の
進
捗
ε
相
呼
恋
し
て
進
み
、
之
も
亦

　
種
の
農
業
勢
働
組
合
運
動

ξ
し
て
、
今
後
盆
万
籏
畏
し
、

盆
々
有
力
の
も
の
ざ
な
る
べ
き
を
察
知
す
る
に
餓
り
あ
る
。
我
国
の
や
う
に
、
農
業
上
純
粋
な
る
雇
傭
労
働
階
級

の
少
い
所

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
聞

に
於
け
る
組
合
運
動
の
獲
達
す

べ
き
猷
地

よ
り
も

勢
働
者
寵
し
て
の
小
作
人

の
間

に
於
け
る
此
の
小
作
組
合
運
動
の
蛮
達
す

べ
き
素
地
こ
餓
地

ざ
が
甚
だ
大
で
あ

っ
て
、
今
後
に
於
け
る
我
國

農
業
勢
働
運
動
は
㍗
主
ご
し
て
此
の
小
作
組
合
運
動

ご

し
て

鞍

達
し
、
之
に
聞
す

る
問
題
は
農
業
勢
働
問
題

の

中

15
を
形
造

る
に
至
る
べ
き
を
疑
ふ
こ
ざ
が
出
京

阻
。
私
は
我
国
に
在

っ
て
は
、
工
鑛
業

に
於
け
る
勢
働
運
動
よ

り
も
、
却

っ
て
此
の
小
作
人
運
動
を
中
堅
擢
す

る
農
業
勢
働
運
動

が
、
更

に
急
速
な
る
獲
展
を
遂
げ
、
更

に
切
迫

せ
る
問
題
ε
し
て
、

一
大
根
本
的
解
決
を
要
求
し
、
之
を
鯨
儀
嫁
く
せ
し
む
る
に
至
る
時
期

の
、
よ
り
速

か
に
到

摩
す
る
に
至
る
な
き
や
を
怒
る
Σ
も
の
で
あ
る
。
(
次
號
完
結
)

.

-
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